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１ 入札の流れ 

◆ 入札説明書等の配布 

 令和８年４月２４日（金）～令和８年５月１５日（金） 

 刈谷市ホームページからダウンロードしてください。 

↓ 

◆ 入札参加申込書の提出 

 令和８年４月２４日（金）～令和８年５月１３日（水） 

 入札参加希望者は、参加申込書等の必要書類を市民課まで直接持参又は電子メール

により提出してください。 

 また、入札日の前日までに刈谷市物品購入等業者名簿に登録を行ってください。 

各期限までに提出・名簿登録のない方は、入札に参加できません。 

↓ 

◆ 質疑応答 

 令和８年５月８日（金）まで 

 入札に関して質問のある方は、質問書を市民課あてに電子メールで提出してくださ

い。 

  質問された方に対し、電子メールで個別に回答した後、刈谷市ホームページにて公

開します。 

↓ 

◆ 入札の実施 

 日時 令和８年５月１５日（金）午前１１時００分 

 場所 刈谷市役所６階 ６０１会議室 

 入札書に必要事項を記入・押印して持参してください。 

↓ 
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◆ 落札候補者の決定 

 入札終了後、直ちに開札を行います。開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格

を入札書に記載した者のうち最低の価格を入札書に記載した者を落札候補者とし、

入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０を加算した額を落札額とし

ます。 

↓ 

◆ 落札者の決定・通知と契約締結 

 入札参加資格を確認後、落札された方に落札者決定通知を発送します。 

 また、令和８年５月２９日（金）までに契約締結をしていただきます。 

 

２ 入札参加資格 

次に掲げる要件をすべて満たす法人又は個人に限り入札に参加することができ

ます。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規

定に該当しない者であること。  

（２）愛知県内で現にキオスク端末導入及び運用保守業務実績があること。  

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者でないこと、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生

手続の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除

く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。  

（４）公告日から落札決定までの間、刈谷市入札参加資格停止要領（平成６年７

月１２日施行）に基づく入札参加資格停止処分を受けていない者であること。  

（５）次のいずれにも該当しない者であること。  

ア 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代

表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者

及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をい

う。以下同じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力
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団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員ではないが暴対法第２条第

２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、そ

の組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（以下「暴力団関係

者」という。）がいると認められる法人等（法人又は団体若しくは個人をい

う。以下同じ。）  

イ 暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）が、経営又は

運営に実質的に関与していると認められる法人等  

ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等

が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしてい

ると認められる法人等  

エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営

若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又

は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認

められる法人等  

オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められる法人等  

カ 役員等又は使用人が、アからオまでのいずれかに該当する法人等である

ことを知りながら、これを利用するなどしていると認められる法人等  

キ 無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１

４７号）第５条第１項の規定による観察処分を受けている法人等  

（６）入札日の前日までに、刈谷市物品購入等業者名簿に登録されていること。  

（７）その他別紙仕様書の記載に適合する者であること。  

３ 参加申込 

 （１）参加申込 

エに示す書類を、次のとおり提出してください。また、期限までに申込書

を提出しない場合は、本入札に参加することができません。入札公告、入札

説明書、仕様書等を十分に理解したうえで入札の参加申込をしてください。 

ア 提出方法 

     持参又は電子メールによる 

     電子メールによる場合は、送信した旨の電話連絡をすること 



4 

 

   イ 提出期間 

     令和８年４月２４日（金）午前９時００分から令和８年５月１３日（水）

午後５時１５分まで 

（持参及び電話連絡は土曜日、日曜日、祝日を除く午前８時３０分から

午後５時１５分まで） 

ウ 提出先 

    ① 持参の場合 

      刈谷市東陽町１丁目１番地 

      刈谷市役所１階 市民課市民係 

    ② 電子メールの場合 

      shimin@city.kariya.lg.jp 

      （送信後の電話連絡先：０５６６－６２－１００９） 

   エ 申込書類 

    （ア）事後審査制限付一般競争入札参加申込書（様式１） 

    （イ）誓約書（様式２） 

    （ウ）入札書（様式４） 

４ 質問 

  入札説明書等に関して質問がある場合は、質問書（様式３）を提出してくださ

い。 

（１）提出期限 

    令和８年５月８日（金）午後５時１５分まで 

（２）提出方法及び提出先 

    質問書（様式３）を電子メールにより市民課あてに提出してください。 

（電子メールアドレス shimin@city.kariya.lg.jp） 

（３）回答方法 

質問された方に電子メールで回答した後、刈谷市ホームページにて公表しま

す。 

５ 入札 

 （１）入札日時 

    令和８年５月１５日（金） 午前１１時００分 

mailto:shimin@city.kariya.lg.jp
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　○○市○○町○丁目○番地
　株式会社○○
　代表取締役　○○　○○

印 印印

 （２）入札場所 

    刈谷市役所６階 ６０１会議室 

 （３）入札書 

   ア 指定の入札書（様式４）を使用すること。 

   イ 提出した入札書は、書き換え若しくは引き換え又は撤回できない。 

   ウ 入札書の金額記入欄において使用する文字はアラビア数字とし、最初の 

数字の前に「金」を付けること。 

エ 金額の内訳に含める費用は次のとおりとする。 

①  キオスク端末 

②  キオスク端末等運用保守 

   オ 落札候補者の決定は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の 

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき 

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札 

参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で 

あるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する 

金額を入札書に記載すること。 

   カ 入札は、入札書（様式４）を封筒に入れ封印し、業務名、履行場所、 

入札者の住所及び名称（法人にあっては、所在地、名称及び代表者名）を 

封筒に記載すること。 

   キ 入札書及び封筒は、ボールペン又は万年筆を使用して（鉛筆、シャープ 

ペンシル、消せるボールペンは使用不可）明確かつ明瞭に記載し、鮮明に 

押印すること。 

   ク 上記ア～キに違反する入札及び入札公告中の「９ 入札の無効に関する 

事項」に該当する入札は無効とする。 

＜封筒記入例＞ 

 

 

 

 

 

裏 表 

キオスク端末機器購入及び運

用保守業務委託 

履行場所 

業務名 

刈谷市役所１階市民課 
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 （４）入札の辞退 

    事後審査制限付一般競争入札参加申込書を提出された方で、入札を辞退さ

れる場合は、入札辞退届（様式５）を刈谷市ホームページからダウンロード

し、必要事項を記載のうえ入札日前日までに市民課あてに電子メールで提出

してください。 

 （５）入札の中止 

    あらかじめ不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき又は災害

その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期

することがあります。その場合、入札者及び入札に参加しようとする者が損

失を受けても、刈谷市は補償の責を負いません。 

 （６）入札保証金 

    免除とします。 

６ 開札 

（１）開札は、５で指定する日時及び場所で、入札の終了後直ちに行う。  

（２）入札参加者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。  

（３）予定価格の制限の範囲内の価格を入札書に記載した者のうち最低の価格を

入札書に記載した者を落札候補者とし、後日資格審査を行った上で落札者を

決定する。ただし、落札候補者に資格がなかった場合は、次の順位者から順

に資格を確認し、資格を満たしている者を落札者とする。 

７ 落札者の決定 

 （１）提出された書類の審査を行い、落札候補者が必要な資格を満たしていた場

合、落札者として決定します。 

 （２）入札結果については、落札者の決定後、入札者数、落札者名、落札金額を

刈谷市ホームページで公表します。 

８ 契約の締結 

 （１）契約締結期限 

    令和８年５月２９日（金） 

 （２）契約時の注意事項 

   ア 契約の締結及び履行に関する費用は、すべて落札者の負担とします。 

   イ 落札者決定後、上記（１）の期限までに契約書を交わさない場合は、落
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札者決定を取り消す場合があります。 

 （３）契約保証金 

    免除とします。 

９ 問い合わせ先 

  〒４４８-８５０１ 刈谷市東陽町１丁目１番地 

  刈谷市役所１階 市民活動部市民課市民係 

  電話 ０５６６－６２－１００９ 

   


